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本稿は，学校と企業における初期職業教育訓練システムの労働者の職業能力形成に対する
役割・寄与について，内外の先行諸研究を踏まえ，先発・先進諸国との比較を通してわが
国の特質・課題を総説することである。中等学校段階の職業教育訓練システムの形成にとっ
て規定的な影響を与えるのは，各国における前近代以来の徒弟制度の処理の仕方にある。
徒弟制度の残存型，その非規制・自由型，撤廃型などがその後の教育訓練の構造を決定した。
日本では，学校で基礎を学習し，専門実践訓練は企業が引き受けるというシステムが形成
された。他方，1970 年代以降，職業教育訓練は次第に中等段階，中等後段階，高等教育
段階へと上方展開し，カレッジ型，ポリテクニック型，専門大学型などの国ごとの違いが
形成された。先進諸外国の初期職業教育訓練のシステムとの比較でわが国のそれを見ると，
学校制度的には極めて分節的であり，職業教育修了の共通の物差し（資格枠組み）が未形
成であることが特徴となっている。さらに，中等学校段階だけでなく，高等教育段階の職
業教育訓練も，学校と企業との間で特段の連携のない前後分担型である。ジョブ型雇用論
や教育訓練の質保証の取り組みが広がる中で，これらの改革をなすことが 21 世紀の職業
教育訓練の課題であろう。

職業教育訓練の比較史における日本
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Ⅰ　は�じ�め�に

　本稿の目的は，学校等における職業教育訓練シ
ステムの労働者の職業能力形成に対する役割・寄
与について，内外の先行諸文献や寺田（1996，2011）
などを踏まえ，先発・先進諸国との比較を通して
わが国の特質・課題を総説することである。

１　職業教育訓練の用語

　本稿でいう職業教育訓練とは，その所管が文
化・学校行政か商工もしくは労働行政かを問わ
ず，以下の国際的定義を踏まえたものである。1
つは，アメリカで 1917 年の職業教育法（スミス・
ヒ ュ ー ズ 法 ） 以 来 使 用 さ れ て き た vocational�
education（有益な雇用に適し，カレッジ段階以下の
職業 trade に準備する教育），また 1962 年と 1974
年の UNESCO（1962，1974）勧告以来使用されて
きた technical�and�vocational�education� という
概念（普通教育としての科学技術教育，職業分野へ
の準備，継続教育）のうちの職業分野への準備教
育，さらに 1962 年の ILO 勧告（1962）以来使用
されてきた vocational�training（一定分野の経済活
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動における初期及びその後の雇用もしくは昇進）の
うち，「就職前の一定の職業（occupation）に準備
する一般的及び専門的訓練」などである。要する
に，ここでは，継続職業訓練等でなく，初期職業
教育訓練（initial�vocational�education�and�training，
UNESCO�2009）を問題にする。

２　職業教育訓練の制度化と発展の時期区分

　近代以降の職業教育訓練を比較制度史的に見れ
ば，（1）産業革命期の手工業徒弟制度の解体・変
容期，（2）各種の任意団体等の補習や学校の公的
中等学校制度への包摂期，（3）工業化が進行する
中での各種レベルの職業教育訓練の制度化を目指
した 1960 年代から 70 年代，（4）職業教育のポス
トセカンダリー化，高等教育化が進行した 1970
年代以降，（5）生涯にわたる職業・教育修了の資
格枠組みという装置の形成とともに職業教育訓練
の体系化が進められた（ている）前世紀末から現
在の時期に大別される。ここでは，（2）と（3）を
中等職業教育制度化・拡張期，（4）と（5）を高
等職業教育の展開及び職業教育全体の改革の時期
として一括して章立てする。

Ⅱ�　産業革命期の営業の自由と徒弟制度
　―新たな技能労働者の養成

　まず，近代以降の職業教育訓練の在り様を規定
した，絶対主義国家とギルド社会が職業制度，職
業教育訓練制度を規制していた徒弟制度の変容過
程について追跡する。徒弟制度の代替物としての
職業系学校の出現に関する包括的比較史研究とし
ては，英書では，ベネットの事典的な大著（Bennet�
1926）の Chapter�Ⅷに詳しい。和書では，細谷の
古典的テキスト（1944，1978）がそれを包括的に
論述している。

１　英　国

　まず，英国では，中世ギルドの営業独占や労働
規制は 1349 年の労働者規制法（The�Statutes�of�
Labourers）に始まり，1563 年の職人規制法（The�
Statutes�of�Artificers） で確立する（岡田�1978）。
しかし，産業革命による工場制度の展開，国とギ

ルドの規制に拘束されないレッセフェール思想の
展開の中で，エリザベス 7 年季制と呼ばれる，長
期の拘束と授業料まで取られるシステムの不合理
性が指摘され続け（Smith�1776,�2007：Book� Ⅰ，
Chap.� Ⅹ），ついに 1814 年に同法は撤廃される。
つまり，英国では，手工業立法の強制性を廃止す
る（労働関係を基本的に労使関係に委ねる）形で，
営業自由，職業教育制度の再編が進行する。
　しかし，ギルド規制が廃止された英国では，そ
れに代わる学校職業教育が容易に制度化されな
い。この国では，労使にとって自由な徒弟制度

（voluntary�apprenticeship）の一環として，合同機
械工組合（Amalgamated�Society�of�Engineers）等，
労働組合が徒弟制度の中継ぎをする。一般に，ク
ラフトユニオン徒弟制度（craft�union�apprenticeship）
と呼ばれる（宮沢�1968）。クラフトユニオン徒弟
制度をめぐる労働組活動や労使の葛藤については，
Webb（1897） の 第 2 部 第 10 章�“The�Entrance�
to�a�Trade”�で克明に描かれている。
　産業資本側は労働組合が求める使い勝手の悪い
訓練徒弟よりも，徒弟期を経ない見習工の制度

（“learner”�system）と不熟練工の OJT 等による昇
進（“upgrading”）慣行の 2 つのルートを創出する

（徳永�1977：85-87）。このような事情で，英国の
技能労働者や制度においては，クラフトユニオン
や企業が規制する自由な徒弟・見習工養成の仕組
みが維持された。

２　フランス，ドイツ，日本，アメリカ

　フランス　フランスの技能労働者や技術者層の
職業教育訓練は，上述のように学校モデルあるい
は学校と徒弟制度の混合モデルであり，英国と対
照的である。同国の徒弟制度と学校職業教育の展
開については，レオン（1968）に詳しい。それに
よると，フランスでは，革命の少し前の 1791 年
に，アラルドの布告により，結社の禁止とも連動
して同業組合が禁止され（レオン�1968：59），手
工業者の徒弟制度規制の基盤が崩壊する。その
後，技能労働者の訓練は国家によってリードさ
れ，紆余曲折を経て，例えば，1880 年には徒弟
手工学校（レオン�1968：120），翌年の国立職業学
校，1892 年には商工実務学校（のちの技術コレー
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ジュ），1893 年の国立職業学校（レオン�1968：
131），1919 年のアスティエ法による市町村の初
級職業講座等の設立（志村�1978：295-298）などと
続く。
　ドイツ　他方，ドイツでは，工場制工業・商業
の伸長，営業自由の展開の中でもギルド徒弟制度
は崩壊しなかった。ツンフトは団結禁止でなく，
営業自由，団結自由の延長でイヌンクとなり，残
存する。徒弟制度（徒弟保有・訓練）は，新式の
工業・商業企業にも手工業にも営業自由として
1869 年の北ドイツ連邦の�“Gewerbeordnung”�な
る営業令（Kretke�1870，1871 年にはドイツ帝国）
で法認される。国家が新興の産業資本ばかりか，
手工業・小規模商業の組織化や徒弟養成を「父親
的養育」（Vaterliche�Zucht）の権利として同時承
認する（第 119 条）。大規模工業の徒弟制度は，
手工業のそれと対抗しつつ，独自の養成制度とし
て発展する。しかし，国家も両勢力の要求を保証
しているだけでなく，企業家の徒弟や児童の酷使
から彼らを保護し，何よりも市民・国民としての
教育を担保するために，営業令第 106 条で州官庁
による徒弟の健康・道徳状況の監視とともに，マ
イスターに対して 17 世紀以来の日曜学校に由来
する補習学校（Fortbildungsschule）に徒弟が通学
することを義務づけたのである（Spranger�1949）。
これが，今日に至るまでのドイツのデュアルシス
テムの起源である（寺田�1996：第 1 部第 1 章）。
　日本　日本では，幕末の天保 12（1841）年に株
仲間解散令が出て，強制加入・幕府の免許制度に
よるギルドが消滅する。明治 17（1884）年に任意
加入制度の共済的同業組合が復興するが，かつて
のような年期証文による徒弟制度がなくなる。し
かし，日本でも英国，フランス，ドイツと同様徒
弟制度は養成の営為としては残存し，小規模伝統
技術の分野とともに，例えば工業分野の場合，

「職人徒弟制」（明治 10 年代から 20 年代）や「工
場徒弟制」（明治 20 年代から 30 年代），さらに重
化学工業化の中で成長する「養成工制度」（明治
40 年代から昭和 10 年代）として再編される（隅谷�
1978）。横断的な規制，社会的・公的資格制度の
裏付けのない企業内養成制度が徒弟制度の代替機
能を果たしてきたが，これら社会的規制のない制

度であった日本では，工業化の初期段階から実業
教育と呼ばれる学校職業教育の発展する余地が大
きかった。
　アメリカ　英国植民地であったアメリカにおい
ても，マサチューセッツ（1642 年）をはじめ東海
岸部を中心にすでに 17 世紀半ばに徒弟制度が移
入されていた（Roberts�1965：52-57）。しかし，そ
れを支えるギルドがなく雇用主と徒弟との間の任
意のものであった。制度的なものもあったが，英
国の救貧法（1601 年）が植民地にも適用され，貧
困子弟と孤児に対してのみ適用される徒弟制度で
あった。19 世紀の産業革命と工場制度のアメリ
カへの波及とともに減退していく。年少労働者は
親や先輩からの OJT で対応した（Gordon�2008：
3-6）。

Ⅲ　第 2 次大戦後の中等職業教育訓練の
制度化・拡張

１　発展モデル

　冒頭にあげた 1962 年の ILO や UNESCO の勧
告は，職業教育訓練の本格的な多国間比較の嚆矢
であると言ってよいが，各国の制度の個々の側面
や政策動向が述べられる前提として，学習場所

（学習形態）のパターン化から比較作業を始めて
いる。例えば，UNESCO（1962）は，各国の「技
術・職業教育のさまざまな型」として，実地訓練
を含んだ学校教育，学校（理論）と実地を組み合
わせる制度，学校と実地が交互するサンドイッチ
制度など 9 パターンを並置している。また。
OECD（グレゴワール�1969：第 1 章）では，「種々
の職業教育制度」として，徒弟制度を基礎とする
制度，学校を基礎とする制度，混合制度，そして
普通教育と融合した高校の枠内での職業教育プロ
グラム（アメリカ）などに類型化されている。
　筆者はこれらの議論や養成課程における規制主
体に着目し，3 モデル（「市場モデル」「学校モデ
ル 」， そ し て「 デ ュ ア ル モ デ ル 」） を 抽 出 し た
Greinert（1993，1994）の類型論を補強し，「教育
訓練の時間的分担関係（移行関係），内容上の分
担関係，付与資格の性格などの視点から表 1 のよ
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うな職業教育訓練の比較枠組みを構想する。

２　普通・専門学理と技能・職業訓練の並行モデル

　英国の継続教育機関における職業教育　18 世
紀末から 19 世紀にかけて運動化された任意団体
の職工講習所（mechanics�institutes）の運動があっ
たにせよ，1878 年に，職人，テクニシャン，技
師の職業資格の試験・認定のために市科学工芸局

（Science�and�Art�Department）も参加し，主に中
世以来のギルド「制服会社」（Livery  Companies）
によって作られ，その後各地方にも影響を与えた

「ロンドン市及びギルド協会」City�and�Guild�of�
London�Institute� が カ レ ッ ジ 等 の 継 続 教 育

（Bennet�1926：279-284）を奨励するなど，継続教
育が学校側の職業教育訓練の分野が主たるもので
あり続けた。
　学校の技術教育，職業教育の全国的な制度化
は，1926 年 の ハ ド ウ 報 告（Board�of�Education�
1927）を経て，1944 年の教育法（Education�Act�
1944）で骨格が出来上がる。同法は 5-15 歳の義
務教育，11 歳後の中等学校としてグラマー・ス
クール，テクニカル・スクール，そして新設のモ
ダーン・スクールの 3 種の中等学校を配置する。
同法は，そのうえで，中等教育後に継続教育

（Further�education）の中に多種の職業教育訓練を
位置付けたのである。しかし，大多数の生徒が集
まるモダーン・スクールは義務教育年限である

15 歳（日本の中学校並み）で終了するので，継続
教育は中等後段階とは限らず，後期中等教育段階
を含む構造である。さらに，彼らの職業教育訓練
は，フルタイムのテクニカル・カレッジで行われ
るだけでなく，おもにはパートタイムのコースで
も行われた。表 1 に示すように，生徒は圧倒的に
定時制課程（とくに夜間定時制）に集中していた。
企業での就労・訓練と継続職業教育とが制度とし
ては機能的に補完しあっていたと言える。ドイツ
のように正規の徒弟制と義務制の補習学校が結び
ついた形ではないが，生徒レベルで両者が結びつ
く変則的なデュアルシステムと言えよう。

表 2　1946 から 1970 年までの継続教育における学生数推移
（単位：千人）

1946-47 1956 1963 1970
フ ル タ イ ム（ サ ン ド
ウィッチコースを含む） 45 76 184 274

昼間パートタイム 196 469 613 749
夜間パートタイム 527 724 779 736
イブニング・インスティ
チュート 827 980 1.075 1,415

合計 1,595 2,249 2,651 3,174
出所：Cantor�and�Roberts（1972：1）。

　ドイツのデュアルシステム　厳格な同時並行型
の職業教育訓練が，ドイツのデュアルシステムで
ある。1869 年の営業令から現在のデュアルシス
テムに到達するには，徒弟制度の近代化（労働法
体系への位置付け）のプロセスと，補習学校の現

表 1　中等教育段階の主要職業教育訓練のパタン

進行・移行過程 国・制度
規制主体（取得資格）
学校教育 企業訓練

同時並行型

ドイツ・デュアルシステム 州・義務制（定時制）職業学校
1969 年職業訓練法による
Facharbeiter（専門労働者）
手工業秩序法による職人（Geselle）
資格訓練

ドイツ・職業専門学校 州法の各種アシスタント職 相当量の現場実習

英国・継続教育
国・奨励型継続教育（City�and�
Guild�of�London� Institute 等，
団体認定資格）

1964 年産業訓練法による推奨

フランス・見習訓練センター 見習訓練センター 実地訓練義務

前後分担型

フランス・技術リセ 国家・技術バカロレア（BacT） OJT

フランス・職業リセ
国家・職業バカロレア（BacP）
職業適格証（CAP）
職業教育免状（BEP）

OJT

日本・専門高校 国・卒業証 OJT,�OffJT
アメリカ・ハイスクール 州・卒業資格と産業界認定証 OJT

出所：筆者作成。
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在の職業学校（普通補習でなく，職業補習）への変
容過程を待たねばならなかった。それは，徒弟制
度という用語に代わって，ワイマール期の職業訓
練概念の登場や労働権・労働関係の視点を取り入
れたプロイセン商工大臣令（1923 年）による養成
関係観の転換，そして同年の 1923 年の義務制職
業学校令（プロイセン）に見ることができる（寺
田�1996：第 3 部第 9 章）。
　しかし，中等学校制度の再編と中等教育の後期
段階にデュアルシステムを位置付ける作業が第 2
次大戦後に残された。この作業は，1964 年の連
邦州間のハンブルク協定で，英国と同様に，ギム
ナジウム，実科学校という 2 種の学校と並ぶ新た
な 5 年制前期中等学校であるハウプトシューレ

（基幹学校）が新設され，その上に徒弟制度と職
業補習学校を載せる形で構想された。デュアルシ
ステムという用語について，ドイツ教育制度委員
会（Deutscher�Ausschuss� für�das�Erziehungs-�und�
Bildungswesen）が 1966 年に「企業と学校におけ
る同時的訓練のシステム」（Deutscher�Ausschuss�
1966：S.418）と定義している。その制度化は，最
終的には�1970 年の連邦教育制度委員会の「教育
制度構造プラン」と，企業での訓練部分を法制化
した 1969 年の職業訓練法（Berufsbildungsgesetz）
により完成する。1869 年北ドイツ連邦営業令か
らちょうど 100 年後のことである。
　ドイツのデュアルシステムは，企業での訓練生
に対する訓練部分には全体の約 3 分の 2 の時間が
当 て ら れ， 労 働 契 約 の 法 原 則 が 適 用 さ れ る

（Bundesministerium�1996：§3）。 他 方， 週 8～12
時間の範囲で訓練生が通学する職業学校は，各州
の学校法の適用下に置かれる（寺田�2003）。
　表 3 のように，1960 年から 2000 年までの状況
を振り返ると，大学への通路であるギムナジウム
の後期段階や助手職等養成のためのフルタイム専
門学校に進む生徒が増える傾向にあるものの，
デュアル生数の推移は堅調である。1990 年代に
研究者の間で「デュアルシステムの危機」論争が
起こったが，経済界，労働組合界には「ドイツ経
済の強み」としてこれを放棄する動きにはならな
かった（寺田�2003：第 10 章）。

３　フルタイム学校モデルと後続の企業での訓練

　アメリカ　中等段階として位置付けられる職業
学校の立法化・制度化において，最も早かったの
は，やはり徒弟制度の影響が薄かったアメリカで
ある。すでに 1917 年の「スミス・ヒューズ法」と
通称される職業教育法（The�Vocational�Education�
Act�1917）が成立する。農，工，商，家政等の職
業教育教員への助成と連邦職業教区委員会の設
置，各産業分野の州レベルの計画化などがメイン
の内容であったが，一般的ハイスクールとは別に
フルタイムの職業学校が制度化された。19 世紀
以 降 発 達 し て い た trade�school や industrial�
school と呼ばれる工業系の学校や公立ハイスクー
ルに入りこんでいた商業コース，農業中等学校

（Roberts�1965：107-113）等が立法の対象となった
のである。ハイスクールの職業教育という用語が
法律の中に見られないが，「14 歳以上の」という
趣旨で，事実上ハイスクールの職業教育が包摂さ
れていた（横尾�2013）。
　第 2 次大戦後では，先進諸国共通に，上記の
UNESCO や ILO の 1962 年勧告の影響を受けて
か，1963 年 の 職 業 教 育 法（U.�S.�Department�of�
Health,�Education�and�Welfare�1963）が定時制職業
教育の全日制化を推奨するなど，職業教育拡大に
重要な役割を果たした。その後の職業教育法の修
正や関連法の整備を経て，2000 年代前半の段階
で，ハイスクールが約 9500 校に対して，独立職

表 3　ドイツの後期中等学校段階の主要学校種別生徒数推移
（1960－2000 の 5 年おき，単位：千人）

年度 ギムナジウム
後期

職業学校
≒デュアル生

職業専門
学校

専門上級
学校

1960 211.7 1,661.9 125.7 ―
1965 197.2 1,780.0 148.5 ―
1970 303.7 1,599.4 182.7 ―
1975 455.5 1,607.3 270.8 ―
1980 623.5 1,847.5 325.6 55.5
1985 639.3 1,893.3 339.7 50.5
1990 496.7 1,469.4 245.6 52.9
1995 618.5 1,556.4 294.6 54.5
2000 651.6 1,796.9 400.4 66.3

94％はデュアル
注：1990 年までは，旧西ドイツのみ，以後は統一ドイツの数字。
出所：BMBF（2002：56-59）
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業・専門ハイスクールが約 1000 校，さらに総合
制ハイスクールの生徒を学年進行で週のうち 1 日
から数日受け入れる職業教育センター（キャリア
センターとかキャリアアカデミーと呼ばれる）が約
800 校にまで成長している。アメリカでは，職業
教育訓練は非アカデミック生の学習とは限らず，
ハイスクール生にとって普遍的な事柄である。1
単位（120 時間相当）以上の職業科目を取得する
生徒は全米で 9 割以上，複数の職業科目を 3 単位
以上取得する者（“occupational� investor”�と呼ばれ
る生徒が 2000 年現在 44.5％，特定の職業領域で
3 単 位 以 上 取 得 す る 生 徒（“occupational�
concentrator”）が 26.0％にのぼる（寺田�2011：第 8
章 6）。
　表 1 の「学校教育」の列で「州・卒業資格と産
業界認定証」と表されているが，これは 1994 年
のスキルスタンダード法（谷口・平山�2003）など
の促進策もあって，ハイスクール終了証だけでな
く，職業教育修了者が産業界の職業能力認定証

（ACTE�2010）を取得できるシステムであること
を示している。
　フランス　英国と同様，フランスでも第 2 次大
戦中に職業教育の中等学校化とその論議が進む。
学校化が比較的スムーズであったフランスでは，
1939 年に初等程度の徒弟教育センター，1941 年
の中等程度の国立職業学校と技術コレージュが再
編・成立する（レオン�1968：141）。1959 年の再々
編を経て，1985 年以降は後期中等教育段階の職
業リセにおける職業バカロレア課程もスタートす
る。
　最新の事情であるが，京免（2021）の第 5 章第
4 節によると，職業リセでは総生徒数が 47 万人
余，3 年制のバカロレア（大学進学資格，BacP）
課程が 88 課程，2 年制の職業適格証（技能資格，
CAP）課程が約 200 種類存在する。
　その他に，職業リセと同様の BacP と CAP を
付与できる緩やかな「デュアルシステム」ともい
える有給の見習訓練センター（ただし，16～26 歳
まで）には，42.5 万人が登録している。村田（2011）
によると，資格レベルⅣ（UNESCO の国際教育標
準分類 =ISCED の 3a，3b）の Bac とⅤ（ISCED の
3c）の CAP と BEP（職業教育免状）に登録して

いる生徒・訓練生が合わせて約 33 万人（2008 年）
になる。フランスが単純に職業教育訓練の学校モ
デルとは言えない所以である。

４　日本の高校職業教育

　このような国際的動向の中での日本はどうかで
ある。日本はフランス，アメリカ以上にフルタイ
ム学校モデルであり，後続の企業での訓練に補完
されるシステムである。
　第 2 次大戦の前と後とでは学校制度の建付けが
異なり，システム構造において，日本独特の事情
が前面に出てくる。公的な職業教育制度として
は，明治半ばに「低度実業教育」機関として，ド
イツの影響を受けた農業・工業・商業の「実業補
習学校」（1893 年）やフランス型の「徒弟学校」

（1894 年）という定時制の補習機関，そして大正
期には，フルタイムの職工学校が各地に設立され
る。実業教育という用語自体も日本独特のもので
あり，渋沢栄一によれば，「自己を利益すると同
時に社会国家をも益する」（渋沢�1912：221-222）
という国家志向の概念であった。
　また，1899 年には実業学校令で中級の技術者
や商業職員層の教育が制度化される（寺田�2011：
第 2 章 4）。このように明治以降，今日に至る初
等・中等段階の職業教育訓練は，学校と企業の二
本立てではあるが，実業系学校と企業との間に
は，養成やプログラムの上での分担関係が存在し
ない日本的システムだと言える。
　この構造は，第 2 次大戦後，戦前の実業補習学
校や職工学校は高等学校の中に吸収され，職業
科・職業高校というアメリカの概念が適用され
る。それにもかかわらず，1951 年の産業教育振
興法という高校の職業教育助成立法の成立以降
は，実業教育と同様，産業教育という，英語，ド
イツ語など外国語に訳しづらい概念が普及する。
それは，戦前の実業教育とはやや意味が異なる
が，個人主義的，営利志向の職業教育でなく，戦
後復興や高度成長を成し遂げようとする意図が働
いた「生産社会の側からの要請に重きを置いた，
わが国特有の概念」であった（元木�1973a：413）。
　この産業教育という用法は，日本の職業教育訓
練の特質を言いえて妙である。戦後，公的規制を
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受けない企業の職業訓練も「産業訓練」などと表
現される。つまり，国家資格の養成職種である職
業教育訓練や専門職養成を除けば，学校職業教育
はヨーロッパ諸国のように職業別の労働市場や雇
用システムに直結したものでなく，産業分野別の
専門教育が主たるものなのである。そのうえ，高
等教育進学や企業内教育の整備が進む中で，1970
年指導要領までの工業科の「中堅技術者」という
目標規定を 1970 年（商業科）と 1978 年（工業科）
の高等学校学習指導要領で，「商業・経営管理・
事務従事者」や「中堅技術者」の育成という目標
規定を商業や工業の「基礎・基本」の習得という
目標に切り替えたのである。1985 年の理科教育・
産業審議会は，それを「未来のスペシャリスト」
育成と称し，完成職業教育であることを止めたわ
けである（以上，寺田�2011：72-74）。
　図 1 は，1960 年代から 70 年代にかけて形成さ
れた職業教育訓練における学校と企業の時間的，
内容上の分担関係の構造を示したものである。そ
れは，非資格型の中等後・高等教育段階の職業教
育や専門教育にも基本的に共通する。学校職業教
育と企業での訓練が同時的に補完しあうのでな
く，特段の関連性を担保することなく，就職後の
企業内教育の Off-JT や OJT がシリアルに補完す
る。したがって，学校では基礎的，座学志向の職
業教育が行われ，現場実習を課す必要がない。さ
らに，初期教育訓練段階は就職後まで継続する。

Ⅳ　1970 年代以降の高等職業教育訓練
の展開

１　資格枠組み・教育制度の垂直的展開

　職業教育の高等教育段階での展開は，まずは，
中等教育拡大を経て第 3 段階の教育（tertiary�
education）の拡大・進学増加，それに応じた高等
教育という学校体系の垂直的編制，そして最近で
は，ILO の 1987 年の国際標準職業分類で準専門
職が新設される（西澤�2013）など，職業構造の高
度化が引き起こした現象と言える。ここでは，学
校体系の垂直的編制における高等教育段階におけ
る職業教育訓練の位置付けについて注目すること
にする。
　まず，1970 年代から 80 年代のヨーロッパレベ
ルの状況に注目される。EC（欧州経済共同体）で
は，1963 年以降の共通職業訓練政策（common�
vocational� training�policy）の推進のために，この
時期，教育制度の 5 段階構造の構築が課題になる

（寺田�2003：第 8 章）。半熟練労働者（Ⅰ），熟練労
働者（Ⅱ），テクニシャン（Ⅲ），上級テクニシャ
ン（Ⅳ），そしてユニバーシティー卒業者（Ⅴ）
という段階である。その第 3 段階，第 4 段階がポ
ストセカンダリーの職業教育として問題になる。
それに基づいて，各段階の資格訓練制度の同等化
の確認作業，いわゆる比較対照作業（comparability�

図 1　ドイツ・デュアルモデルとの比較による日本の高校職業教育

出所：寺田（2011：76）。

◆日本：シリアルモデル

専門高校（全日制・3 年制） 企業
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Off JT / OJT
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work�of�vocational� training�qualification）が行われ
たわけである（寺田�2003：第 8 章）。
　国際機関レベルでも，すでに 1973 年には，OECD
が「短期高等教育」（short-cycle�higher�education）
という段階区分を行い，その枠内に職業教育を位
置付けている（OECD�1973）。その際，OECD は，
“vocationally�oriented�post-secondary”�のシステ
ムを�“non-�university”�と表現した。UNESCO も
その後，この括り方を基本的に踏襲する。1997
年の国際教育標準分類で，大学型高等教育を 5A
とし，非大学型高等教育を 5B とする。それは，

「理論志向の研究プログラムへの進級資格」（5A）
を得るためのものではなく，「2～3 年の実践志向，
特殊的プログラム」（UNESCO�1997,�89）と定義さ
れている。やはり，短期のものに限られていた。
　しかし，その後，1999 年以来のボローニャ・
プロセスにおける学生の域内での進学・移動や卒
後アウトカム（雇用可能性 employability）の共通
性を保証するために構築された欧州資格枠組み

（European�Qualification�Framework�2008） で は，
高等教育段階の職業教育がレベル 5（短期）だけ
でなく，それ以上（レベル 6）のものも含むと認
識 さ れ る よ う に な っ た（European�Community�
2008：1）。

２　各国における高等職業教育の変化 
――学士課程とデュアル課程

　このように，国際化が進んだ高等教育段階の職
業教育訓練は，国ごとに見ると極めて多様である
が，5A か 5B かというアカデミック性や年限に
よる種別化だけでなく，教育訓練目的の特化・複
合性という基準で，比較する試みもある。OECD

（1973：15-17）は，ポストセカンダリーの段階で
の職業教育訓練をその実施形態から，3 つのパ
ターン，つまり（1）� 多目的モデル（The�multi-�
purpose�model：アカデミック教育，継続教育，大学
への進学準備などと並行した職業教育訓練），（2）�専
門化モデル（The�specialized�model：職業に専門化
されたプログラム），（3）�バイナリーモデル（The�
binary�model：大学から分離された独自の制度と継
続教育機関）を示している。Grubb（2003：3.1）
は（2）を�“Unitary� institution”� と言い換えて，

各国の制度を OECD の分類概念に当て嵌めてい
る。（1）はアメリカ，カナダなどのコミュニ
ティー・カレッジ，オーストラリアの TAFE（継
続教育カレッジ），（2）ドイツ語圏や北欧の専門大
学（ドイツでは Fachhochschule），（3）はアメリカ，
カナダのコミュニティーカレッジ，英国の継続教
育カレッジ，フランスの大学内の短期大学（IUT
＝技術短期大学，STS＝上級技術者学校など）の職
業課程などをあげている。
　これらの比較分類は，高等教育段階の職業教育
訓練が主として 5B 段階か Non-University に位
置付けられていたもので，ここ 20 年くらいの状
況を考えると，やや異なった整理をする必要があ
る。要するに 5B タイプの大学との関連付け

（OECD�2012：14，Fromberger� 2019：303-308），
5A タイプの，あるいは学士レベルの職業教育訓
練への展開である。簡潔に状況を示す。
　第 1 に 1966 年の「ポリテクニックス及びカ
レッジ」に関する白書以降，高等教育需要への対
応のために，他のカレッジとは異なる�“poly”�の
性格（科学，技術，社会科学の課程の並置や�“liberal�
science�college”）（Cantor�and�Roberts�1972：37）に
よって特色づけられた英国のポリテクニックス型
がある。このカレッジは 1992 年以降，さらに大
学に吸収されることになる（村田・篠原�2016：第
3 章 1.1.1）。ポリテクニックは，イスラム圏諸国
や非学位機関であるがわが国の職業能力開発大学
校にも導入されている（1999 年）。
　第 2 に，大学とは目的上区別されるドイツの専
門大学モデルである。英国のポリテクニックとほ
ぼ同じ 1969 年にノルトライン・ヴェストファー
レン州に導入されて以降，ほぼ全州に広がり，さ
らにフィンランド（1992 年）など北欧諸国，そし
て 2019 年 以 降 の 日 本 に 拡 大 し て い る（ 寺 田�
2021a：7-8.）。ドイツでは，それはかつての州立
のエンジニア学校や専門学校（Fachschule）を
ベースに，学生の地位改善つまり，“Diplom･FH”�
なる学位取得と「応用的な教育と学修を通して，
学術的認識や方法の応用……必要とする内外の職
業活動に準備する」（Ministerium�des�Innern�des�
Landes�Nordrhein�Westfalen�2021：§3）ために設
立された。2019/2020 年度冬学期で，総合大学
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107 校・117.7 万人に対して，専門大学 213 校・
102.3 万人と総合大学と同規模に至っている

（Statistisches�Bundesamt�2020：SS.�7-8）。
　ところで，専門大学は，ギムナジウム前期課程
や実科学校修了者が専門上級学校（Fachober-�
schule）での専門大学入学資格の取得を経由して
入学する学校である。専門学術の応用や実践性を
担保するために，ゼメスター単位の企業実習が義
務付けられるなど，もともとデュアルシステム志
向の機関である（寺田�2011：第 8 章 5）。加えて，
1996 年以降になると，それだけでは済まされず，
Bachelor 課程と中等段階のデュアルシステムに
よる熟練労働者資格課程を組み合わせた二重の意
味での「デュアル課程」が導入されたりもしてい
る（寺田�2020a）。日本の専門職大学・短期大学や
2013（平成 25）年度に専修学校専門課程内で導入
された「職業実践専門課程」もたぶんにドイツの
デュアル課程志向である。
　第 3 にカレッジや専門短期大学等，5B 型高等
教育機関における学士課程の組み込みの動向であ
る。このケースは種々あって，いずれも 2015 年
前後に筆者が直接訪問調査したケースをあげてみ
る。まず，アメリカのコミュニティー・カレッジ

（オハイオ州とミシガン州のカレッジ）で大学編入の
準 備コース（ 寺田�2014：1-2），英 語では Junior�
college あるいは Technical�college と呼ばれる韓国
の専門大学（ソウルの東洋専門大学，太田の保健大
学，大邱の永進専門大学）（寺田�2021b），オーストラ
リアの TAFE（Northern�Sydney�Institute）（中村・
寺田�2016），そして少々驚いたのはインドネシア・
ジャカルタ北方のボゴール農科大学附設職業学校
におけるディプローム課程の上に学士課程を接続
する試みなどの例（2015 年の英文説明資料）があ
る。

Ⅴ　日本への示唆�

　最後に，以上の中等学校段階及び高等教育段階
の職業教育の展開状況がわが国の職業教育訓練に
語りかけていることは何なのかについて，議論し
たい。

１　分節的な高等教育制度

　1 つは，日本の高等教育制度と高等教育段階の
職業教育が，それぞれの機関種の所管に阻まれ
て，極めて風通し（同等性の担保）が優れない。
とくに，大学セクターに入らない短期の専門職業
教育機関である高等専門学校，職業能力開発短期
大学・大学校，さらに短期大学を含めて高等教育
段階の職業教育機関としては学生数としては最大
のセクターである専修学校・専門課程（一般に専
門学校）には，学位授与権が与えられていない。
職業教育課程と準学士・学士課程とが通常の教育
課程だけでは，両立できない仕組みである。
　2019 年以降の専門職大学・短期大学の導入に
つながった「中教審キャリア教育・職業教育特別
部会」（2009 年 9 月から 2012 年 12 月）から「実践
的な職業教育を行うあらたな高等教育機関の制度
化に関する特別部会」（2015 年 5 月から 2016 年 5
月）での議論は，日本の高等教育及び高等職業教
育の分節性を克服する絶好のチャンスであった。
しかし，専門職大学・短期大学があらたな個別セ
クターとして積み増す形となった。この点は，引
き続き，日本の高等教育及び高等教育段階の歴史
的課題となる。

２　資格枠組みの構築とコンピテンシー・コンピ
ンスの視点

　高等教育段階の職業教育が分節的であるのは，
1 つには学士レベルや準学士レベル，あるいは中
等教育後のいわば Diploma レベルなど位置付け
る共通の物差しがないからである。
　アメリカを除く先進諸外国だけでなく，アジア
諸国においても資格枠組みの構築がなされている

（つつある）。前述の EQF，ドイツの場合 DQR
（Deutscher�Qualifikationsrahmen,�Bundesminister-�
ium�2013）， ア ジ ア レ ベ ル（Asean�Qualifications�
Reference�Framework,�ASEAN�2016）とオーストラ
リア（Australian�Qualifications�Framework�Council�
2013）等である。重要なことは，職業教育訓練機
関を含む各機関種の段階化だけでなく，その評価
の基準（記述子＝Descriptors）である。
　EQF は段階区分におけるコンピテンシーの記
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述子として，知識，技能，そしてコンピテンス
（competence＝責任能力・自主性）の 3 要素，ドイ
ツの DQR の場合はコンピテンス（Kompetenzen）
で統一し，専門コンピテンス（Fachkompetenz）
と人格的コンピテンス（Personale�Kompetenz）に
分けたうえで，前者に知識，技能，後者に社会的
コンピテンス（チームワーク力・指導力，コミュニ
ケーション力など）と自己コンピテンス（自主性，
責任力，学習力など）を，位置付けている。また，
アセアンの場合，EQF とほぼ同様であるが，知
識，技能に加えて応用力（Application）と責任能
力を同カテゴリーに置いている。さらに，オース
トラリアの場合は，知識，技能と単に応用力と
なっている。筆者は，専門学理や個々の技能だけ
でなく，実技・実習が眼目となる職業教育におい
ては，以上の 3 番目，4 番目に置かれている社会
的コンピテンスや応用力，またこれら，教育訓練
全体の基準には入っていないが，仕事・作業の段
取り（計画立案）力や仕事マネジメント力という
労働教育，職業教育訓練固有のコンピテンスの形
成がひじょうに重要であると考える。
　因みに，アメリカでは，1998 年以降，職業教
育をキャリア・技術教育（Career�and�Technical�
Eduction）と言い換え，仕事態度や雇用スキル等
各種のスキルを含むものとしていること，ドイツ
でも 2005 年の職業訓練法の改正で，職業訓練の
定義を専門技能・知識を授けることだけであった
ものを「職業の技能・知識・行為能力」（Berufliche�
Handlungfähigkeit）と言い換えていることなども
付記しておきたい（寺田�2020b）。

３　学校と企業の前後弱連携分担モデルの同時並
行連携モデルによる補完

　教育訓練の質評価の基準（記述子）としての社
会的能力や応用力，そして実践的能力の形成を制
度として保証するためには，実習・実技が準学士
や学士としての必須能力として認知される必要が
ある。中等教育や高等教育の職業教育訓練では，
専門の基礎や普通科目が中心で，専門化された能
力や実践的能力は企業や生涯学習に委ねるという
図 1 に示したような日本的構造は資格枠組みの構
築における大きな制約条件になる。資格枠組みの

側からの接近だけでなく，このような職業教育訓
練制度の構造の変容が求められる。
　2003 年の若者自立・挑戦プラン以降，高等学
校専門学科，ポリテクカレッジなどで日本版デュ
アルシステムが制度化され，また最近では上述の
ように，専修学校の職業実践専門課程や専門職大
学・短期大学が導入されてきた。他方で，大学の
専門課程と結びついた長期インターンシップなど
も 推 奨 さ れ て い る（ 文 部 科 学 省・ 経 済 産 業 省
2019）。ジョブ型雇用論（濱口�2013）や学卒者の
質評価の取り組みの広がりなども相まって，前後
弱（無）連携分担型を同時並行連携分担型によっ
て補完し合うシステムの強化・構築への挑戦に注
目される。
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